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LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。
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2025年7月号のニュースレターをお届けします。掲載内容に関してご不明な点等があれば当事務所までお問い合わせください。
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◆治療に専念するために知っておきたいがんと税金◆新しい資本主義現実会議　2025改定版案を公表　◆令和7年分から所得税の課税ラインが変わります　「年収103万円」→「年収160万円」に！◆「年収の壁」にまつわる　きほんの「き」◆生産性向上を目指す皆様へ　「IT導入補助金」でIT導入・DXによる生産性向上を支援！◆10月施行の改正育児・介護休業法「柔軟な働き方の実現」への対応◆見直しが濃厚となった大学生の健康保険の扶養年収基準◆前年度を上回る賃上げを行う企業の割合◆職場における熱中症対策の強化について◆STOP！熱中症クールワークキャンペーン
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チラシのダウンロードはこちら↑

生産性向上を目指す皆様へ

「IT導入補助金」でIT導入・DX（デジタルトランスフォーメーション）

による生産性向上を支援！

※詳細は裏面をご確認ください。

  業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けた
ITツール等の導入費用を支援！

  インボイス対応に活用可能！安価なITツールの導入にも
活用可能で、小規模事業者は最大4/5補助！

  補助額は最大450万円/者、補助率は1/2～4/5！

通常枠

インボイス枠 インボイス対応類型

複数社連携IT導入枠

セキュリティ対策推進枠

・生産性の向上に資するITツール（ソフトウェア、サービス）の導入費用を支援します。

・クラウド利用料を最大2年分補助し、保守運用等の導入関連費用も支援します。

・令和5年10月1日に開始されたインボイス制度への対応に特化した支援枠で、会計・受
発注・決済ソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援
します。

・小規模事業者は最大4/5補助し、補助下限は無く、安価なITツール導入も支援します。

・10者以上の中小企業・小規模事業者等が連携した、インボイス制度への対応や
キャッシュレス決済を導入する取組等を支援します。導入や活用に向けた事務費・専門家
経費も補助対象です。

・独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が公表する「サイバーセキュリティお助け隊
サービスリスト」に掲載されているセキュリティサービスの利用料を支援します。

令和7年6月
時点版

インボイス枠 電子取引類型

・取引関係における発注者(大企業を含む)が費用を負担してインボイス対応済の受発注
ソフトを導入し、受注者である中小企業・小規模事業者等が無償で利用できるケースを
支援します。
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通常枠

・タイムカードによる勤怠管理のため、オフィスに出社してからの現場移動、帰社してからの退勤が必要
だったところ、「勤怠・労務管理ツール」の導入により出先からの打刻が可能に。これにより、残業時間
が3割削減、人事担当の作業効率も大幅アップ！

・インボイス発行の作業を効率化するため、 「会計ツール」を導入。
経理担当が手作業で行っていた出納管理が自動化され、バックオフィスの効率が全体的に向上。

＜今後のスケジュール＞ サービス等生産性向上IT導入支援事業
事務局ポータルサイト

インボイス枠

＜活用イメージ・補助率等＞（赤字は令和６年度補正予算での拡充点）

＜補助金の活用例＞

枠/
類型

通常枠 複数社連携IT導入枠

インボイス枠
セキュリティ
対策推進枠インボイス対応類型

電子取引
類型

活用
ｲﾒｰｼﾞ

ITツールを導入し
て、業務効率化や

DXを推進

商店街など、複数の中小企業
・小規模事業者で連携して

ITツール等を導入

ITツール等を導入して
インボイス制度に対応

発注者主導で
取引先の
インボイス
対応を促す

サイバー
セキュリティ
対策

を進める

補助
対象
経費

ハードウェア購入費

クラウド
利用料

(最大2年分)

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ
お助け隊

ｻｰﾋﾞｽ利用料
(最大2年分)

(※1)

補助額

・ITツールの
業務プロセスが
1～３つまで：
5万円～150万円

・4つ以上：
150万円
～450万円

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)消費動向等分析経費：
50万円×グループ構成員数

(a)+(b)合わせて3,000万円
まで

(c)事務費・専門家経費：
200万円

ITツール：
１機能：
～50万円

２機能以上：
～350万円

PC・タブレット等：  
～10万円

レジ・券売機等：
～20万円

～350万円
5万円
～150万円

補助率
中小企業：１/２
最低賃金近傍の
事業者(※2):2/3

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)・(c)：2/3

～50万円以下：3/4
(小規模事業者：
 4/5)
50万円～350万円：
2/3

ハードウェア購入費：
1/2

大企業：
1/2

中小企業： 
 2/3

中小企業：
1/2
小規模事業者:
2/3

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大2年分）、
導入関連費（保守サポートやマニュアル作成等の費用

に加えて、IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”も対象化）

(※1) (独)情報処理推進機構（IPA）「ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨお助け隊ｻｰﾋﾞｽﾘｽﾄ」に掲載されたサービス。
(※2) 3か月以上地域別最低賃⾦+50円以内で雇用している従業員数が全従業員数の30％以上であることを示した事業者。

単独申請可能な
ツールの拡大

・通常枠、インボイス枠（インボイス対応類型、

電子取引類型）、 セキュリティ対策推進枠

第３次申請締切日 ７月１８日

第４次申請締切日 ８月２０日

第５次申請締切日 ９月２２日

・複数社連携IT導入枠

第２次申請締切日 ８月２０日
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被扶養者の主な要件
　健康保険の被扶養者に該当するためには、
日本国内に住所（住民票）を有しており、被保
険者により主として生計を維持されていること
という条件があります。また生計を維持されて
いると認められるためには、以下の収入要件お
よび同居要件を満たすことが必要です。　
［収入要件］［収入要件］
　家族の年間収入が130万円未満（60歳以
上または障害者の場合は180万円未満）である
こと。また、従業員と家族が同居の場合には、
家族の収入が従業員の収入の半分未満であ
り、従業員と家族が別居の場合には、家族の収
入が従業員からの仕送り額未満であること。
［同居要件］［同居要件］

同居 家族の範囲

不要 配偶者、子ども、孫および兄弟姉妹、父母、祖父
母などの直系尊属

必要
同居不要の家族を除き従業員と3親等内の親
族（おじおば、甥姪とその配偶者等）や内縁関
係の配偶者の父母および子ども（※）の場合

※配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む

変更が予定される収入要件
　2025年の税制改正において、大学生のアル
バイトの就業調整に対応することを目的とし、
19歳以上23歳未満の大学生年代の子ども
等について合計所得金額が85万円（給与収入
150万円に相当）までは、その子どもの親等が
特定扶養控除と同額の所得控除を受けられる
仕組み（特定親族特別控除）が導入されること
になりました。
　健康保険の被扶養者の収入要件について
も、これに合わせるような形で、2025年10月1
日から19歳以上23歳未満の家族（配偶者を
除く）については、現状の年間収入130万円未
満から150万円未満に引き上げられることが予
定されています。
　なお、この取扱いは19歳以上23歳未満と
いう年齢での判断であり、学生であるか否かは
問われないものとなっています。

この取扱いは 2025年 6月10日現在では、正式な公表はありませんが、従業員の関心の高いテーマで
すので、対象となる家族がいる従業員には、変更される見込みであることを早めに伝えておくとよいでしょ
う。

7月号 / 2025社会保険情報　 ROUMU INFOR M ATION

見直しが濃厚となった大学生の
健康保険の扶養年収基準
健康保険は、従業員（被保険者）のみならず、一定範囲の家族についても、被扶養者として保険
給付を受けることができます。2025年の税制改正により所得税における扶養関連の見直しが
行われたことに伴い、これに合わせるような形で、健康保険の被扶養者の範囲となる要件の一
部が見直しされることが濃厚となったことから、以下ではその内容を確認しておきます。

社会保険労務士法人ローム
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7月号 / 2025経営情報　 K EIEI  INFOR M ATION

36.3％が前年度を上回る
　上記調査結果によると、2024年度を上回る
賃上げを行う企業の割合は、36.3％でした。

　賃上げ方法別の割合をまとめると、表1のと
おりです。

　2024年度を上回る賃上げの方法では、ベー
スアップがすべての規模で最も高くなりました。
中小企業では、賞与等より定期昇給の割合が
高くなっています。

賃上げのために重要な条件
　企業の持続的な賃上げのために重要な条件
をみると、表2のとおりです。売上増加が重要と
する業種がほとんどで、製品・サービスの高付
加価値化や価格転嫁の進展も高い状況です。

　最低賃金引き上げ等への対応もあり、今後も
自社の賃上げに必要な取組を続けていくこと
が欠かせません。 

前年度を上回る賃上げを行う
企業の割合
ここでは5月に発表された調査結果※から、 2025年度の賃上げに関するデータをみていきます。

※財務省「足下の賃上げ動向と持続的な賃金上昇に向けた地域企業の取組（特別調査） 」
　各財務局が従来から継続的にヒアリングを実施している全国計 1,050 社の企業等を対象に、2025年 3月上旬～ 4月上旬に行われた調査です。大企業は資
本金 10 億円以上、中堅企業は資本金 1億円以上10 億円未満、中小企業は資本金 1億円未満をいいます。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/202501/index.html

ベースアップ 定期昇給 賞与等
全規模 36.2 18.9 19.9
大企業 44.3 18.3 24.2
中堅企業 36.3 18.8 21.3
中小企業 24.9 19.8 14.8

【表1】2024年度を上回る賃上げを行う企業の割合 （％）

財務省「足下の賃上げ動向と持続的な賃金上昇に向けた地域企業
の取組」より作成

売上増加 価格転嫁の
進展

製品・サービス
の高付加価値化 コスト削減 物価の動向 労働市場の動向

製造業 36.5 13.6 27.4 6.9 2.0 6.7
　鉄鋼 37.5 16.7 20.8 8.3 0.0 16.7
　金属製品 50.0 17.9 25.0 3.6 0.0 3.6
　建設 62.1 12.1 12.1 3.4 3.4 6.9
　生産用機械器具 41.8 12.7 36.4 5.5 1.8 1.8
　電気機械器具 40.0 5.7 34.3 11.4 2.9 5.7
　自動車・同附属品 35.1 24.3 24.3 10.8 2.7 2.7
非製造業 53.9 8.0 14.5 8.2 3.7 6.8
　陸運 39.1 34.8 8.7 4.3 0.0 13.0
　飲食サービス 70.0 5.0 10.0 5.0 10.0 0.0
　宿泊 63.2 10.5 12.3 1.8 5.3 7.0
　不動産 63.6 4.5 18.2 4.5 0.0 9.1
　小売 62.5 3.6 14.2 11.1 2.8 5.9
　娯楽 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

【表2】持続的な賃上げのために重要な条件 （％）

財務省「足下の賃上げ動向と持続的な賃金上昇に向けた地域企業の取組」より作成

社会保険労務士法人ローム

Salire12
ハイライト表示

Salire12
ハイライト表示

salire22
長方形



柔軟な働き方の実現への対応
　現行では、仕事と育児の両立を支援する制度
として、育児休業、育児短時間勤務、所定外労
働の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限
および子の看護等休暇がありますが、10月から
は3歳から小学校就学前の子どもを養育する
従業員に対して、柔軟な働き方を実現するため
の措置を講じること等が企業に義務づけられ
ます。具体的には、以下の5つの選択肢の中か
ら、企業が2つ以上の制度を選択して導入し、
対象となる従業員がその中から1つを利用でき
るようにすることが必要になります。

　この5つの選択肢のうち、②テレワーク等と
④養育両立支援休暇の付与については、原則
として、時間単位で取得できるようにする必要
があります。

検討する際のポイント
　義務化される柔軟な働き方を実現するため
の措置は、全社統一の制度を導入するケースが
多いと思われますが、業務の性質や業務の実
施体制に照らして、事業所単位や職種ごとに措
置の組み合わせを変えることも可能です。
　また、シフト制などの交代制勤務を行う従業
員については、例えば早番と遅番があった場合
に、通常であれば両方の勤務をシフトで設定す
るところ、早番の勤務のみとする措置を行う場
合は、「①始業時刻等の変更」の措置を行った
ことになります。

従業員代表の意見聴取
　企業が選択した措置については、育児・介護
休業規程に盛り込む必要がありますが、その前
に選択する制度について、従業員の過半数代
表者等の意見を聴取する機会を設ける必要が
あります。この意見聴取の方法は、面談、書面、
メール等が想定されますが、その方法について、
法令上の特段の定めはありません。 

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等（10日 /月）
③ 保育施設の設置運営等
④ 養育両立支援休暇の付与（10日 /年）
⑤ 短時間勤務制度

7月号 / 2025育児・介護休業法情報 ROUMU INFOR M ATION

10月施行の改正育児・介護休業法
「柔軟な働き方の実現」への対応
改正育児・介護休業法の第1段階が4月に施行され、第2段階についても10月に施行されます。
この10月施行の項目の1つである「柔軟な働き方を実現するための措置」への対応については、
これから検討を行い、育児・介護休業規程等の見直しをされる企業も多くあるかと思います。以
下では改正内容と検討時のポイントを解説します。

今回の柔軟な働き方を実現するための措置について、すでに法を上回る制度として導入している企業もあ
るでしょう。その場合、柔軟な働き方を実現するための措置として、すでに存在している制度を選択する
ことはできますが、従業員の過半数代表者等の意見聴取は行う必要があります。

社会保険労務士法人ローム
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Salire12
ハイライト表示

Salire12
ハイライト表示







（R７.２）

農林水産省､国土交 
 通省､環境省､警察庁､消防庁 

 





業種 所在地 売上高 譲渡希望額

訪問看護／居宅介護支援 関東地方 6,500万円 応相談

オートコール 関東地方 5～10億円 応相談

不動産売買業 関東地方 5～10億円 応相談

システム開発業 関東地方 1～5億円 応相談

土木工事業 関東地方 1～5億円 応相談

M ＆ A 譲 渡 し 情 報    

お問い合わせ先 北関東M＆Aサポート ☎ 027-260-8630
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